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令和８年度 八王子市立山田小学校 体罰防止のための取組 
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学校の体制 教員の自覚と認識 生活指導の体制 

保護者・ 

地域との連携 

 

 

 

基

本

的

な

考

え 

 

 

 

〇体罰を引き起こす土壌や、体罰 

を許す、見過ごす要因がないか 

を日常的に点検する。 

〇教員間の連携を密にし、担任 

が抱え込んでしまう状況を防 

ぐ。 

〇体罰や不適切な指導の疑い 

について相互点検ができる環 

境を整える。 

〇体罰や不適切な指導をしない 

生活指導等の在り方を追究す 

る。 

〇教育相談体制の充実を図り、 

児童の悩みや不安の潜在化・ 

深刻化を防ぐ。 

〇体罰は児童の人権及び人間と 

しての尊厳を損なう行為であり、 

児童との信頼関係を崩してしま 

うという認識をもつ。 

〇体罰や不適切な指導を否定し 

見逃さないことは責務であると 

いう認識をもつ。 

〇日常的に児童の実態把握に努 

め、どの児童にも対応できるス 

キルをもつよう研鑽に努める。 

〇アンガーマネジメントやカウンセ 

リングマインド等を積極的に身 

に付けていくよう努める。 

〇全教職員の共通理解のもと、 

組織的に取り組み、児童・保護 

者及び地域との信頼関係の確 

立を図る。 

〇児童を多面的に理解するとと 

もに、発達や成長過程を考慮 

する。 

〇配慮を要する児童への対応方 

法などについて研修し、実践に 

生かせるようにする。 

〇複数の教員で指導に当たるな 

どの配慮を行い、冷静かつ迅 

速、誠実な対応に努める。 

〇保護者・地域住民・関係諸 

機関等との情報交換や意 

見交換ができる機会を増 

やす。 

〇様々な機会を捉え、学校の 

教育活動について広めるよ 

うにして理解と協力を求め 

る。 

〇学校は地域の一員である 

という認識に立ち、開かれ 

た学校づくりに努める。 

 

 

 

方

策 

 

 

 

・管理職による日常的な授業観 

察を実施し、観察後の指導・助 

言を行う。 

・職員会議、校内委員会、生活 

指導全体会及び週 1回の生 

活指導夕会等を活用して、人 

権意識の醸成を図る。 

・保護者会、個人面談を通して、 

問題の早期発見、早期解決を 

図る。 

・毎月の体罰防止チェックシート 

で自己点検を繰り返す。 

・人権教育プログラムを活用し 

て、人権感覚を高め、自己研鑽 

を行う。 

・人権教育に関わる研修会等へ 

参加し、指導の在り方を身に付 

ける。 

・服務事故防止研修による職員 

の自覚・認識を高める。 

・週１回の生活指導夕会等で、 

指導の実態を掴み、指導方法 

の共通理解を図る。 

・学校生活に関するスタンダード 

を明確にして、指導に関して共 

通の観点をもつ。 

・学級、学年を越えて教員が連 

携する体制づくりを全教職員 

で進める。 

・学校、学年、学級だよりや学校 

ホームページを通じて、積極的 

に学校の様子を発信し、広く理 

解してもらえるよう努める。 

・保護者会、個人面談、連絡帳等 

を通じて保護者の思いや願いを 

理解し、指導へ活かす。 

・学校運営協議会を通して意見 

や情報の交流を行う。 

 

［関係法令等］ 

日本国憲法 

教育基本法 

学校教育法 

地方公務員法 

学習指導要領 

人権教育・啓発に関する基本方針 

東京都人権施策推進指針 

東京都教育委員会目標 

八王子市教育委員会目標 

［背景］ 

保護者・地域の願い 

社会状況等の変化 

価値観の多様化 

少子高齢化・核家族化 

家庭や地域の教育力 

［学校の教育目標］ 

・すすんで学び合う子ども 

・思いやりのある子ども 

・たくましく生きる子ども 

［学校の人権教育の目標］ 

一人ひとりの児童に人権尊重の精神を培い、思いやりの心や 

社会生活の基本ルールを身に付け、社会に貢献しようとする 

子どもを育てる。 

［ 山田小 スローガン ］ 

窓の外見て 一呼吸 


